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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光送信機からそれぞれ出力され、波長多重光信号を構成する互いに波長が異なる
複数の光信号のうち、特定対象の光送信機から出力された光信号の光強度を所定レベルだ
け変化させる光強度制御手段と、
　前記波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力するスペク
トラム取得手段と、
　前記出力されたスペクトラムの変化量に基づいて、前記特定対象の光送信機が占有する
帯域を特定する帯域特定手段と、
を備える帯域特定回路。
【請求項２】
　前記帯域特定手段は、前記光強度制御手段の動作と同期させて、前記出力されたスペク
トラムの変化量を取得する、請求項１に記載の帯域特定回路。
【請求項３】
　前記光強度制御手段は、特定対象の光送信機から出力された光信号の光強度をΔＰ増加
させ、
　前記帯域特定手段は、光強度をΔＰ増加させた後のスペクトラムと光強度をΔＰ増加さ
せる前のスペクトラムとの差分を演算し、演算結果がΔＰである帯域を前記特定対象の光
送信機が占有する帯域として特定する、
請求項１または２に記載の帯域特定回路。
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【請求項４】
　前記光強度制御手段はさらに、特定対象の光送信機から出力された光信号の光強度をΔ
Ｐ減少させ、
　前記帯域特定手段は、光強度をΔＰ増加させる前後のスペクトラムの差分を演算する代
わりに、光強度をΔＰ増加させた時のスペクトラムと光強度をΔＰ減少させた時のスペク
トラムとの差分を演算し、演算結果がΔＰ×２である帯域を前記特定対象の光送信機が占
有する帯域として特定する、
請求項３に記載の帯域特定回路。
【請求項５】
　前記光強度制御手段は、
　前記複数の光送信機ごとに配置され、対応する光送信機から出力された光信号の光強度
を入力された制御信号に基づいて変化させる複数の光強度調整手段と、
　光強度を所定レベルだけ変化させるための前記制御信号を生成し、前記特定対象の光送
信機と対応する前記光強度調整手段へ出力する制御信号生成手段と、
を備える、
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の帯域特定回路。
【請求項６】
前記光強度調整手段は、可変損失回路によって構成される、請求項５に記載の帯域特定回
路。
【請求項７】
互いに波長が異なる光信号をそれぞれ出力する複数の光送信機と、
出力された前記複数の光信号を多重化して波長多重光信号として出力する多重化手段と、
特定対象の前記光送信機が占有する帯域を特定する請求項１乃至６のいずれか１項に記載
の帯域特定回路と、
を備える波長多重光信号送信装置。
【請求項８】
前記光送信機には、単一波長の光信号を生成して出力する第１光送信機および／または複
数のサブキャリアを含む１回線の光信号を生成して出力する第２光送信機が含まれる、請
求項７に記載の波長多重光信号送信装置。
【請求項９】
互いに波長が異なる光信号をそれぞれ出力する複数の光送信機、
出力された複数の光信号のうち、特定対象の光送信機から出力された光信号の光強度を所
定レベルだけ変化させる光強度制御手段、および
複数の前記光信号を多重化して波長多重光信号として送信する多重化手段
を備える波長多重光信号送信装置と、
前記送信された波長多重光信号を受信する受信手段、
前記受信された波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力す
るスペクトラム取得手段、および
前記光強度制御手段の動作と同期させて前記出力されたスペクトラムの変化量を取得し、
該取得したスペクトラムの変化量に基づいて前記特定対象の光送信機が占有する帯域を特
定する帯域特定手段
を備える波長多重光信号受信装置と、
を備える波長多重光信号伝送システム。
【請求項１０】
複数の光送信機からそれぞれ出力され、波長多重光信号を構成する互いに波長が異なる複
数の光信号のうち、特定対象の光送信機から出力された光信号の光強度を所定レベルだけ
変化させ、
前記波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力し、
前記出力されたスペクトラムの変化量に基づいて、前記特定対象の光送信機が占有する帯
域を特定する、
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帯域特定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、帯域特定回路、波長多重光信号送信装置、波長多重光信号伝送システムおよ
び帯域特定方法に関し、特に、波長多重された波長多重光信号を扱う帯域特定回路、波長
多重光信号送信装置、波長多重光信号伝送システムおよび帯域特定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバ通信で扱われる波長多重光信号は、ＩＴＵ－Ｔ（International Telecommun
ication Union Telecommunication Standardization Sector）　Ｇ．６９２で規定された
波長グリッドに従って整然と光信号が配列され、チャンネル番号によって管理されている
。一般的な光ファイバ通信については、例えば、特許文献１、２等に開示されている。
【０００３】
　しかしながら、近年の光ファイバ通信における回線需要の増加は著しく、光信号のさら
なる高密度多重化が要求されている。例えば、多値変調技術、波長多重技術、スペクトラ
ム制御技術等を駆使して周波数利用効率の限界まで光信号を高密度に多重化することによ
り、大容量伝送を実現することが提案されている。
【０００４】
　このような高密度多重化伝送においては、光信号の送信波形の制御技術や光受信信号の
デジタル演算による分離技術の発展により、異なるビットレート・変調方式の光信号を、
波長グリッドに依存せずに高密度に収容するフレキシブルグリッドが導入されつつある。
さらに、光波長制御技術や光変調技術の発展により、複数のスペクトルで１つの回線を伝
送する、マルチキャリアやスーパーチャネルといった技術も適用されつつある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２２４０１６号公報
【特許文献２】特開２０１１－８２７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　フレキシブルグリッドが適用された高密度多重化伝送においては、光信号の波長帯域は
ビットレートに依存し、波長ごとに異なる。言い換えると、波長多重光信号を構成する複
数の光信号は波長間隔が不等間隔となり、波長単位に整然とは並ばない。この場合、回線
の切れ目が不明瞭となり、１つの信号が占有する帯域の識別が困難となる。さらに、マル
チキャリアやスーパーチャネルが適用された高密度多重化伝送においては、スペクトラム
上で１回線が占有する帯域を把握することが困難となる。
【０００７】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、デジタル技術やスーパーチャネル等
が適用されることによって波長多重光信号を構成する複数の光信号が波長単位に等間隔で
並んでいない場合であっても、所定の光送信機についての占有帯域を高精度に特定できる
、帯域特定回路、波長多重光信号送信装置、波長多重光信号伝送システムおよび帯域特定
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明に係る帯域特定回路は、複数の光送信機からそれぞれ
出力され、波長多重光信号を構成する互いに波長が異なる複数の光信号のうち、特定対象
の光送信機から出力された光信号の光強度を所定レベルだけ変化させる光強度制御手段と
、前記波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力するスペク
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トラム取得手段と、前記出力されたスペクトラムの変化量に基づいて、前記特定対象の光
送信機が占有する帯域を特定する帯域特定手段と、を備える。
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明に係る波長多重光信号送信装置は、互いに波長が異な
る光信号をそれぞれ出力する複数の光送信機と、複数の光信号を多重化して波長多重光信
号として出力する多重化手段と、特定対象の前記光送信機が占有する帯域を特定する上記
の帯域特定回路と、を備える。
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明に係る波長多重光信号伝送システムは、互いに波長が
異なる光信号をそれぞれ出力する複数の光送信機、出力された複数の光信号のうち、特定
対象の光送信機から出力された光信号の光強度を所定レベルだけ変化させる光強度制御手
段、および複数の前記光信号を多重化して波長多重光信号として送信する多重化手段を備
える波長多重光信号送信装置と、前記送信された波長多重光信号を受信する受信手段、前
記受信された波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力する
スペクトラム取得手段、および前記光強度制御手段の動作と同期させて前記出力されたス
ペクトラムの変化量を取得し、該取得したスペクトラムの変化量に基づいて前記特定対象
の光送信機が占有する帯域を特定する帯域特定手段を備える波長多重光信号受信装置と、
を備える。
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明に係る帯域特定方法は、複数の光送信機からそれぞれ
出力され、波長多重光信号を構成する互いに波長が異なる複数の光信号のうち、特定対象
の光送信機から出力された光信号の光強度を所定レベルだけ変化させ、前記波長多重光信
号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力し、前記出力されたスペクトラ
ムの変化量に基づいて、前記特定対象の光送信機が占有する帯域を特定する。
【発明の効果】
【００１２】
　上述した本発明の態様によれば、デジタル技術やスーパーチャネル等が適用されること
によって波長多重光信号を構成する複数の光信号が波長単位に等間隔で並んでいない場合
であっても、所定の光送信機についての占有帯域を高精度に特定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る帯域特定回路１０のブロック構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る波長多重光信号送信装置５０のブロック構成図である。
【図３】第１の実施形態に係る波長多重光信号伝送システム８０のシステム構成図である
。
【図４】第２の実施形態に係る波長多重光信号送信装置１００のブロック構成図である。
【図５】第２の実施形態に係る波長多重回路５００から出力された波長多重光信号のスペ
クトラムの一例である。
【図６】第２の実施形態に係る波長多重光信号送信装置１００が第２光送信機３００の占
有帯域を特定する時の動作フローである。
【図７】第２の実施形態に係る波長多重光信号送信装置１００が第２光送信機３００の占
有帯域を特定する手順を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態について説明する。本実施形態に係る帯域特定回路のブロック
構成図を図１に示す。図１において、帯域特定回路１０は、光強度制御手段２０、スペク
トラム取得手段３０および帯域特定手段４０を備え、ｎ台の光送信機６１、６２…６ｎの
うち、所定の光送信機６ｋが占有する帯域を特定する。
【００１５】
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　光強度制御手段２０は、複数の光送信機６１、６２…６ｎからそれぞれ出力された光信
号のうち、特定対象の光送信機６ｋから出力された光信号の光強度を所定レベルだけ変化
させる。複数の光送信機６１、６２…６ｎからそれぞれ出力された光信号は、光強度制御
手段２０を通過した後、波長多重され、波長多重光信号として出力される。
【００１６】
　スペクトラム取得手段３０には、光送信機６１、６２…６ｎからそれぞれ出力された光
信号が波長多重された波長多重光信号の一部が入力する。スペクトラム取得手段３０は、
入力された波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力する。
【００１７】
　帯域特定手段４０は、スペクトラム取得手段３０から出力されたスペクトラムの変化量
に基づいて、特定対象の光送信機６ｋが占有する帯域を特定する。
【００１８】
　具体的には、本実施形態に係る光強度制御手段２０は、特定対象の光送信機６ｋから出
力された光信号の光強度を、制御しない時のレベルからΔＰ増加させる。ここで、ΔＰは
、光信号の復調に影響を与えない微少量とする。帯域特定手段４０は、光強度制御手段２
０の動作と同期させて、光強度をΔＰ増加させた後のスペクトラムと光強度を制御しない
時のスペクトラム（光強度をΔＰ増加させる前のスペクトラム）との差分を演算する。そ
して、帯域特定手段４０は、演算結果がΔＰである帯域を特定対象の光送信機６ｋが占有
する帯域として特定する。
【００１９】
　帯域特定手段４０と光強度変調手段２０は図１に点線で示される信号線により共有され
る、共通のタイミング信号により動作する。信号線の実現手段は任意である。タイミング
信号の生成元は測定を行う帯域特定手段４０側であることが望ましい。すなわち、光強度
変調手段２０はタイミング信号に合わせて光信号の光強度を交互にΔＰ変化させると共に
、帯域特定手段４０は同じタイミング信号を基準に前回取得したスペクトラムとの変化量
を算出する。タイミング信号を共有することによって光強度をΔＰ変化させた後で確実に
スペクトラムの取得を行うことができるため、ΔＰの差分を正確に算出できる。
【００２０】
　ここで、光強度制御手段２０が、特定対象の光送信機６ｋから出力された光信号の光強
度をΔＰ増加させた後、さらに、特定対象の光送信機６ｋから出力された光信号の光強度
を制御しない時のレベルからΔＰ減少させることもできる。この場合、帯域特定手段４０
は、光強度をΔＰ増加させた時のスペクトラムと光強度をΔＰ減少させた時のスペクトラ
ムとの差分を演算する。そして、帯域特定手段４０は、演算結果がΔＰ×２である帯域を
特定対象の光送信機６ｋが占有する帯域として特定する。
【００２１】
　上記のように構成された帯域特定回路１０は、デジタル技術やスーパーチャネル等が適
用されることによって波長多重光信号を構成する複数の光信号が波長単位に等間隔で並ん
でいない場合であっても、所定の光送信機６ｋについての占有帯域を高精度に特定できる
。
【００２２】
　ここで、上記の帯域特定回路１０を波長多重光信号送信装置に配置することもできる。
帯域特定回路１０が配置された波長多重光信号送信装置のブロック構成図を図２に示す。
図２の波長多重光信号送信装置５０は、ｎ台の光送信機６１、６２…６ｎ、上述した帯域
特定回路１０および多重化手段７０によって構成される。
【００２３】
　光送信機６１、６２…６ｎは、互いに波長が異なる光信号をそれぞれ出力する。
【００２４】
　帯域特定回路１０において、光強度制御手段２０は、光送信機６１、６２…６ｎからそ
れぞれ出力された複数の光信号のうち、特定対象の光送信機６ｋから出力された光信号の
光強度を所定レベルだけ変化させる。
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【００２５】
　多重化手段７０は、光送信機６１、６２…６ｎから出力され、光強度制御手段２０を通
過した光信号を波長多重し、波長多重光信号として出力する。
【００２６】
　そして、帯域特定回路１０において、スペクトラム取得手段３０は、多重化手段７０か
ら出力された波長多重光信号の波長ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力し、
帯域特定手段４０は、スペクトラム取得手段３０から出力されたスペクトラムの変化量に
基づいて、特定対象の光送信機６ｋが占有する帯域を特定する。
【００２７】
　上記の波長多重光信号送信装置５０は、帯域特定回路１０が配置されることにより、デ
ジタル技術やスーパーチャネル等が適用されることによって波長多重光信号を構成する複
数の光信号が波長単位に等間隔で並んでいない場合であっても、所定の光送信機６ｋにつ
いての占有帯域を高精度に特定できる。
【００２８】
　さらに、図１の帯域特定回路１０の機能を、波長多重光信号送信装置と波長多重光信号
受信装置とに持たせることもできる。この場合の波長多重光信号伝送システムのシステム
構成図を図３に示す。図３の波長多重光信号伝送システム８０は、波長多重光信号送信装
置５０Ｂおよび波長多重光信号受信装置９０によって構成される。
【００２９】
　波長多重光信号送信装置５０Ｂは、ｎ台の光送信機６１、６２…６ｎ、光強度制御手段
２０および多重化手段７０を備える。波長多重光信号送信装置５０Ｂは、特定対象の光送
信機６ｋから出力された光信号の光強度を所定レベルだけ変化させると共に、光送信機６
１、６２…６ｎから出力された複数の光信号を多重化手段７０において波長多重して波長
多重光信号を送信する。
【００３０】
　波長多重光信号受信装置９０は、受信手段９１、スペクトラム取得手段３０および帯域
特定手段４０を備える。ここで、波長多重光信号受信装置９０として、例えば、海底中継
器を適用することができる。波長多重光信号受信装置９０は、受信手段９１において波長
多重光信号を受信し、スペクトラム取得手段３０において受信した波長多重光信号の波長
ごとの光強度を計測してスペクトラムとして出力する。帯域特定手段４０は、波長多重光
信号送信装置５０Ｂの光強度制御手段２０の動作と同期させてスペクトラムの変化量を取
得し、該取得したスペクトラムの変化量に基づいて、特定対象の光送信機６ｋが占有する
帯域を特定する。
【００３１】
　図３における帯域特定手段４０の動作と光強度制御手段２０の動作との同期は、図１と
同様に行うことができる。
【００３２】
　図３の波長多重光信号伝送システム８０においても、デジタル技術やスーパーチャネル
等が適用されることによって波長多重光信号を構成する複数の光信号が波長単位に等間隔
で並んでいない場合であっても、所定の光送信機６ｋについての占有帯域を高精度に特定
できる。
【００３３】
　＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る波長多重光信号送信装置のブロッ
ク構成図を図４に示す。図４において、波長多重光信号送信装置１００は、４台の第１光
送信機２００Ａ－２００Ｄ、１台の第２光送信機３００、光信号レベル制御回路４００、
波長多重回路５００、波長多重信号モニタ回路６００および監視回路７００を備える。図
４の波長多重光信号送信装置１００は、第１光送信機２００Ａ－２００Ｄおよび第２光送
信機３００から出力される複数の光信号を波長多重し、一つの波長多重光信号を伝送路へ
送信する。
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【００３４】
　第１光送信機２００Ａ－２００Ｄはそれぞれ、光送信回路２１０Ａ－２１０Ｄおよび可
変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄを備え、単一波長の光信号を生成して出力する。ここで、
第１光送信機２００Ａは図５の光信号１を、第１光送信機２００Ｂは図５の光信号２を、
第１光送信機２００Ｃは図５の光信号３を、第１光送信機２００Ｄは図５の光信号５を出
力する。
【００３５】
　光送信回路２１０Ａ－２１０Ｄはそれぞれ、光キャリアを符号化することによって光信
号を生成する。
【００３６】
　可変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄはそれぞれ、光信号レベル制御回路４００からの制御
により、光送信回路２１０Ａ－２１０Ｄから入力された光信号の光出力レベルを調整する
。可変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄを通過した光信号は、波長多重回路５００へ出力され
る。
【００３７】
　第２光送信機３００は、多波長光送信回路３１０および４つの可変損失回路３２１－３
２４を備え、４つのサブキャリアを含む１回線の光信号を生成して出力する。ここで、第
２光送信機３００は図５の光信号４を出力する。
【００３８】
　多波長光送信回路３１０は、互いに異なる波長の４つのサブキャリアを符号化すること
によって、互いに異なる波長の４つの光信号を生成し、可変損失回路３２１－３２４へ出
力する。本実施形態において、多波長光送信回路３１０から出力された４つの光信号によ
って、１回線の光信号が形成される。
【００３９】
　可変損失回路３２１－３２４はそれぞれ、光信号レベル制御回路４００からの制御によ
り、多波長光送信回路３１０から入力された光信号の光出力レベルを調整する。可変損失
回路３２１－３２４を通過した光信号は、波長多重回路５００へ出力される。
【００４０】
　光信号レベル制御回路４００は、監視回路７００から入力された制御信号に基づいて、
特定の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機３００の、可変損失回路２２０Ａ
－２２０Ｄ、３２１－３２４を制御する。光信号レベル制御回路４００が制御信号に基づ
いて特定の可変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄ、３２１－３２４を制御することにより、制
御された可変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄ、３２１－３２４から、光出力レベルが±ΔＰ
間でレベル変動する光信号が出力される。
【００４１】
　波長多重回路５００は、第１光送信機２００Ａ－２００Ｄおよび第２光送信機３００か
ら出力された単一波長の光信号および４つのサブキャリアを含む１回線の光信号を波長多
重化して、波長多重光信号を出力する。本実施形態に係る波長多重回路５００は、異なる
帯域の光信号が波長方向に詰めて配置され、連続した光スペクトラムを有する波長多重光
信号を出力する。
【００４２】
　波長多重回路５００から出力された波長多重光信号のスペクトラムの一例を図５に示す
。図５に示した波長多重光信号においては光信号ごとに波長間隔が異なっている。これは
、光信号ごとにビットレートや変調方式が異なり、占有する波長帯域が異なるからである
。図５に示した波長多重光信号において、第１光送信機２００Ｂから出力された光信号２
の帯域幅を１（基準幅）とした場合、第１光送信機２００Ａから出力された光信号１は１
／４帯域、第１光送信機２００Ｃ、２００Ｄから出力された光信号３、５は１／２帯域と
なっている。一方、第２光送信機３００から出力された光信号４は、光信号２と同じ帯域
の４波のサブキャリアで構成されるが、高密度化によって波長間隔が狭められ、帯域は光
信号２の４倍弱となっている。
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【００４３】
　そして、波長多重回路５００から出力された図５の波長多重光信号は２分岐され、一方
の波長多重光信号は波長多重信号モニタ回路６００へ出力されると共に、他方の波長多重
光信号は波長多重光信号送信装置１００から外部へ送信される。
【００４４】
　波長多重信号モニタ回路６００は、監視回路７００から入力された制御信号により、入
力された波長多重光信号の全帯域における波長ごとの光信号の光出力レベル（スペクトラ
ム）の測定を実施する。波長多重信号モニタ回路６００は、波長多重光信号を波長掃引し
、波長掃引によって得られた波長多重光信号のスペクトラムを、モニタ結果として監視回
路７００へ出力する。
【００４５】
　監視回路７００は、所望の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機３００にお
いて占有されている帯域を特定する。監視回路７００は、例えば、第１光送信機２００ｋ
が占有している帯域を特定する場合、第１光送信機２００ｋから出力される光信号の光出
力レベルを制御するための制御信号を生成して光信号レベル制御回路４００へ出力する。
そして、監視回路７００は、波長多重信号モニタ回路６００から入力されたモニタ結果の
変化量を演算することによって、第１光送信機２００ｋが占有している帯域を特定する。
ここで、本実施形態に係る監視回路７００は、制御信号の出力と同期させて、モニタ結果
の変化量を演算する。
【００４６】
　図４では、監視回路７００がタイミング信号を生成し、光信号レベル制御回路４００を
経由して第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ及び第２光送信機３００内の可変損失回路２２
０Ａ－２２０Ｄ、３２１－３２４にタイミング信号を渡す。タイミング信号は光送信機毎
に分かれているため、任意の光送信機の光出力を制御できる。第１光送信機２００Ａ－２
００Ｄ及び第２光送信機３００は、光信号レベル制御回路によりこのタイミング信号に合
わせて光信号１－５の光強度をΔＰ変化させる。監視回路７００は光強度の変化と同時に
波長多重信号モニタ回路６００から波長多重光信号のスペクトラムを取り込む。監視回路
７００のタイミング信号に合わせてスペクトラムの取り込みを行い、前回取り込んだスペ
クトラムと光強度を比較することで、ΔＰの変化が生じている帯域が特定される。その結
果、各光送信機が占有している帯域が特定される。
【００４７】
　波長多重光信号送信装置１００における帯域の特定手順について、図６、図７を用いて
詳細に説明する。以下では、波長多重光信号送信装置１００が、第２光送信機３００が占
有している帯域を特定する時の手順について説明する。
【００４８】
　監視回路７００は、第２光送信機３００から出力された光信号４によって占有されてい
る帯域を特定する場合、先ず、第２光送信機３００から出力される光信号４の光出力レベ
ルを＋ΔＰレベルだけ変化させるための制御信号１を生成して光信号レベル制御回路４０
０へ出力する（Ｓ１０１）。
【００４９】
　光信号レベル制御回路４００は、入力された制御信号１に基づいて第２光送信機３００
の可変損失回路３２１－３２４を制御し、多波長光送信回路３１０から出力された４つの
光信号の光出力レベルをそれぞれ、制御しない時の光出力レベルから＋ΔＰレベル変化さ
せる（Ｓ１０２）。これにより、多波長光送信回路３１０から出力された光信号４の光出
力レベルが＋ΔＰレベル変化する。光出力レベルが＋ΔＰレベル変化した光信号４は、波
長多重回路５００において光送信回路２１０Ａ－２１０Ｄから出力された光信号１－３、
５と波長多重され、波長多重光信号として出力される。
【００５０】
　波長多重信号モニタ回路６００には、波長多重回路５００から出力された波長多重光信
号の一部が入力される。すなわち、波長多重信号モニタ回路６００には、光出力レベルが
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＋ΔＰレベル変化した光信号４を含む波長多重光信号が入力される。波長多重信号モニタ
回路６００は、入力された波長多重光信号の全帯域のスペクトラムを取得し、第１モニタ
結果として監視回路７００へ出力する。第１モニタ結果の一例を図７（ａ）に示す。
【００５１】
　監視回路７００は、入力された第１モニタ結果を記憶する（Ｓ１０３）。監視回路７０
０は、第１モニタ結果を記憶した後、第２光送信機３００から出力される光信号４の光出
力レベルを－ΔＰレベルだけ変化させるための制御信号２を生成して光信号レベル制御回
路４００へ出力する（Ｓ１０４）。
【００５２】
　光信号レベル制御回路４００は、入力された制御信号２に基づいて第２光送信機３００
の可変損失回路３２１－３２４を制御し、多波長光送信回路３１０から出力された４つの
光信号の光出力レベルをそれぞれ、制御しない時の光出力レベルから－ΔＰレベル変化さ
せる（Ｓ１０５）。これにより、多波長光送信回路３１０から出力された光信号４の光出
力レベルが－ΔＰレベル変化する。光出力レベルが－ΔＰレベル変化した光信号４は、波
長多重回路５００において光送信回路２１０Ａ－２１０Ｄから出力された光信号１－３、
５と波長多重され、波長多重光信号として出力される。
【００５３】
　波長多重信号モニタ回路６００には、波長多重回路５００から出力された波長多重光信
号の一部が入力される。すなわち、波長多重信号モニタ回路６００には、光出力レベルが
－ΔＰレベル変化した光信号４を含む波長多重光信号が入力される。波長多重信号モニタ
回路６００は、入力された波長多重光信号の全帯域のスペクトラムを取得し、第２モニタ
結果として監視回路７００へ出力する。第２モニタ結果の一例を図７（ｂ）に示す。
【００５４】
　監視回路７００は、第２モニタ結果を取得した後、記憶している第１モニタ結果と、新
たに取得した第２モニタ結果との差分を演算する（Ｓ１０６）。図７（ａ）に示した第１
モニタ結果と図７（ｂ）に示した第２モニタ結果との差分を図７（ｃ）に示す。
【００５５】
　図７（ｃ）から分かるように、第２光送信機３００から出力される光信号４の光出力レ
ベルを＋ΔＰレベルと－ΔＰレベルとに変化させ、この時のスペクトラムの差分を演算す
る場合、光信号４の光出力レベルの差分は、略ΔＰ×２となる。一方、光出力レベルの制
御を行っていない光信号１－３、５の光出力レベルの差分は、相殺されて略ゼロとなる。
従って、本実施形態に係る監視回路７００は、スペクトラムの差分がΔＰ×２である帯域
を、第２光送信機３００から出力された光信号４によって占有されている帯域として特定
する（Ｓ１０７）。
【００５６】
　以上のように、本実施形態に係る波長多重光信号送信装置１００は、所望の第１光送信
機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機３００の可変損失回路２２０Ａ－２２０Ｄ、３２１
－３２４を制御することによって所望の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機
３００から出力される光信号の光出力レベルを±ΔＰレベル変化させる。そして、＋ΔＰ
レベル変化させた時の第１モニタ結果と、－ΔＰレベル変化させた時の第２モニタ結果と
の差分を演算し、光出力レベルの差分がΔＰ×２となった帯域を、所望の第１光送信機２
００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機３００から出力された光信号によって占有されている帯
域として特定する。
【００５７】
　すなわち、監視回路７００において、制御信号の生成とモニタ結果の取得との同期を取
り、モニタ開始前のタイミングにおいて帯域測定対象の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ
、３００から出力される光出力レベルを±ΔＰ変化させてスペクトラムの差分を演算する
ことにより、所望の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機３００が占有してい
る帯域を容易に且つ高精度に特定することができる。
【００５８】
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　ここで、本実施形態においては、波長多重光信号送信装置１００が、４台の第１光送信
機２００Ａ－２００Ｄと１台の第２光送信機３００を備える場合について説明したが、そ
れぞれの台数はこれらに限定されない。また、波長多重光信号送信装置に、単一波長の光
信号を出力する光送信機のみを配置したり、複数のサブキャリアを含む１回線の光信号を
出力する光送信機のみを配置したりすることもできる。
【００５９】
　さらに、本実施形態においては、帯域特定対象の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第
２光送信機３００から出力される光出力レベルを±ΔＰ変化させた時のスペクトラムの差
分を演算したが、これに限定されない。例えば、光出力レベルを＋側にだけΔＰ変化させ
、図７（ａ）に示したスペクトラムと、図５に示した光出力レベルを制御しない状態のス
ペクトラムとの差分を演算することもできる。この場合、監視回路７００は、光出力レベ
ルの差分がΔＰとなった帯域を、所望の第１光送信機２００Ａ－２００Ｄ、第２光送信機
３００から出力された光信号によって占有されている帯域として特定する。
【００６０】
　本願発明は上記実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲
の設計の変更等があってもこの発明に含まれる。
【００６１】
　この出願は、２０１６年２月２日に出願された日本出願特願２０１６－０１７６３２を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　　帯域特定回路
　２０　　光強度制御手段
　３０　　スペクトラム取得手段
　４０　　帯域特定手段
　５０、５０Ｂ　　波長多重光信号送信装置
　６１、６２…６ｎ、６ｋ　　光送信機
　７０　　多重化手段
　８０　　波長多重光信号伝送システム
　９０　　波長多重光信号受信装置
　９１　　受信手段
　１００　　波長多重光信号送信装置
　２００Ａ－２００Ｄ　　第１光送信機
　２１０Ａ－２１０Ｄ　　光送信回路
　２２０Ａ－２２０Ｄ　　可変損失回路
　３００　　第２光送信機
　３１０　　多波長光送信回路
　３２１－３２４　　可変損失回路
　４００　　光信号レベル制御回路
　５００　　波長多重回路
　６００　　波長多重信号モニタ回路
　７００　　監視回路
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